
国士舘大学大学院入学試験問題用紙 
 

 

修士課程 

 

研 究 科 専 攻 試 験 科 目 参考書等持込 

経済学研究科 経済学専攻 租税論・租税法 不可 

 

 

租税法の基本原則とされる「租税法律主義」及び「租税公平主義」について、それぞれの意義、内容

及び役割並びに両者の関係等について述べよ。 

 

【参考】日本国憲法（抄） 

 

第１４条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、

経済的又は社会的関係において、差別されない。 

第２５条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれ

ばならない。 

第２９条 財産権は、これを侵してはならない。 

２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 

３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 

第３０条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 

第３１条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰

を科せられない。 

第８４条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを

必要とする。 

 

 


